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利用者負担額の見直しについて 

1 令和 3年度第 2回審議会に提出した見直し案のポイント 

・国第 3 階層～第 4 階層における利用者負担額の低減 

・各国階層内における市階層の統合 

・各国階層内の国基準額負担割合の平準化 

・世帯数の集中している最高階層の見直し 

 

2 見直し案を踏まえた、令和 3年度第 2回審議会でのご意見  

（1）利用者負担 

・所得の中間層となっている、国第 5 階層から第 6 階層にあたる人数が、新しい市階

層において同程度になるようにする。 

  ・一気に引き上げるのではなく、段階的な引き上げとする。 

  ・収入が不安定な方、少ない方に配慮し、国第 4階層にあたる階層までは引き下げも検

討したうえで、所得の最上位階層についてはさらなる上の階層も設ける。 

・利用者負担額が多少の所得の増減があった場合でも安定的となるよう、階層を少なく

する。 

➡第②案が望ましい。 

（2）延長保育料 

  ・子ども・保護者・園それぞれのためにも、延長保育利用の短時間化が求められる。 

・延長保育料の区分を 30分単位に細分化する。 

・見直し幅は利用者負担の見直しと同程度とする 

  ➡改定案②が望ましい。 

 

3 利用者負担額への新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う社会経済状況の反映  

・利用者負担については、第 2案をベースとして、令和 4年度の市民税の課税状況、利

用者負担の実績等を勘案して作成する。 

(1) 構成比の比較 
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・中央値は D8 階層で変化はない。 

・最多人数は D9 階層から D7 階層に移動している。 

・D5 階層から D7 階層及び D10 階層が増加、D9 階層及び D11 階層から D13 階層が

減少し、他の階層はほぼ横ばいである。 

 

（2）延長保育の利用状況 

・公設公営保育園 10 園の実績 

 

・延長保育全体の利用数が増加している（コロナ禍で減少➡一定の回復）。 

 ・最多人数は 1～30 分の利用で変化はない。 

・1～30 分、31～60 分の利用人数が増加する一方、61 分を超える利用人数はほぼ横ば

いである。 

 

4 その他の保育事業に係る利用料金の見直し 

  利用者負担額及び延長保育料の見直しに合わせ、類似事業である一時保育事業、緊急一

時保育事業、年末保育事業に係る利用料金も検討する。 

 ●見直しの方向性 

 （1）基本料金の改定率は、利用者負担額の改定率を基本とする。 

 （2）延長保育に当たる部分は、延長保育料の見直し内容（単位時間及び金額）と同一と

する。 

 

５ 今後のスケジュール 

  再度案を調整した後、保護者代表（西東京市保育連絡共有会）と意見交換を実施し、具

体的な調整を進めていく。 

 


